
参考資料２ 

医療事故調査について 

 

１ 医療事故調査の流れ 

 （一般社団法人日本医療安全調査機構医療事故調査・支援センターホームページを加工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療法（関係する条文を抜粋） 

 〇 第六条の十 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の

管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、

又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産

を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章にお

いて同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、

当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の

十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。 

  

 〇 第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理

者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査

を行うことができる。 

 

   ＜略＞ 

    

   ５ 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の

結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。 
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